
環廃第 2 5 7 号－４ 

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日 

 

公益社団法人静岡県産業廃棄物協会長 様 

 

静岡県くらし・環境部環境局    

廃棄物リサイクル課長 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について（通知） 

 

このことについて、別添のとおり令和４年５月 31 日付けで国のポリ塩化ビフェニル廃

棄物処理基本計画が変更されたので、お知らせします。 

貴会会員への周知について御配慮ください。 

 

記 

 

１ 事業終了準備期間における高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器・汚染物等）の処理 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更により、北九州・大阪・豊田事業対象

地域内の高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器・汚染物等）については、事業終了準備期間（令

和６年３月 31 日まで）においてもＪＥＳＣＯ北九州事業所にて処理を実施することと

なりました。 

 

 

担  当 産業廃棄物班 

電話番号 054-221-2424 

 


